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長
岡
安
平
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
全
国
的
に
活

躍
し
た
作
庭
家
で
、
近
代
公
園
設
計
の
先
駆
者
と
し
て

「
祖
庭
」
と
号
し
ま
し
た
。
東
京
の
芝
公
園
を
は
じ
め

全
国
各
地
の
公
園
を
設
計
し
ま
し
た
。

長
岡
は
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
東
京
府
の
土

木
掛
に
採
用
さ
れ
て
以
来
、
府
内
の
飛
鳥
山
公
園
や
坂

本
公
園
（
現
坂
本
町
公
園
）
な
ど
の
設
計
で
実
力
を
認

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
長
岡
を
見
込
ん
で
、
明
治

四
阿
（
あ
ず
ま
や
）
の
図

作
庭
家
長
岡
安
平
の

「
千
秋
公
園
設
計
参
考
図
」

二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
、
秋
田
県
が
県
公
園
（
久
保

田
城
跡
）
の
設
計
を
依
頼
し
ま
し
た
。
坂
本
公
園
に
次

ぐ
大
規
模
な
公
園
で
整
備
に
三
年
の
年
月
と
一
万
八
千

円
の
費
用
が
投
じ
ら
れ
ま
し
た
。
完
成
し
た
県
公
園
は

「
千
秋
公
園
」
と
命
名
さ
れ
、
地
元
は
も
と
よ
り
全
国

的
に
評
判
を
呼
び
、
作
庭
家
長
岡
安
平
の
名
声
を
不
動

の
も
の
に
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
全
国
各
地
か
ら
長
岡

に
公
園
の
設
計
依
頼
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

公
文
書
館
で
は
、
長
岡
が
県
に
提
出
し
た
「
千
秋
公

園
設
計
参
考
図
」
（
県
Ｃ
─
六
〇
四
─
一
、
二
）
を
所

蔵
し
て
い
ま
す
。
長
岡
が
趣
向
を
こ
ら
し
た
デ
ザ
イ
ン

画
の
数
々
を
収
録
し
て
い
ま
す
。
門
、
垣
根
、
四
阿
（
あ

ず
ま
や
）
、
観
月
台
、

橋
、
山
道
、
石
灯

籠
、
噴
水
、
行
路

樹
、
動
物
鳥
類
飼

育
場
、
喫
茶
店
、

便
所
、
下
水
で
計

五
五
枚
の
画
が
描

か
れ
ま
し
た
。
こ

れ
ら
を
見
る
こ
と

で
、
整
備
当
時
の

千
秋
公
園
の
情
景

が
想
像
で
き
ま
す
。

長
岡
式
便
所
（
洗
面
場
）
の
図

上
段
の
画
は
、長
岡
が
設
計
し
た
四
阿
の
一
枚
で
す
。

長
岡
は
、
趣
向
の
異
な
る
四
阿
の
デ
ザ
イ
ン
画
を
一
四

枚
描
い
て
い
ま
す
。
写
真
の
四
阿
は
、
粗
朶
葺
き
屋
根

そ

だ

猿
の
飼
育
場
の
図

に
、
自
然
木
を
あ
し
ら
っ
た
柱
と
柵
が
特
徴
で
す
。
他

に
は
杉
皮
葺
き
や
柿
葺
き
屋
根
、
唐
傘
型
屋
根
な
ど
の

四
阿
も
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
長
岡
は
、
喫

茶
店
や
便
所
の
建
物
も
数
寄
屋
風
に
設
計
し
、
公
園
の

樹
木
や
庭
石
、
四
阿
と
調
和
す
る
よ
う
工
夫
し
て
い
ま

す
。
「
長
岡
式
便
所
」
と
名
付
け
ら
れ
た
建
物
は
、
茶

室
を
思
わ
せ
る
外
観
の
ほ
か
内
部
も
数
寄
を
こ
ら
し
て

い
ま
す
。
中
段
の
画
は
洗
面
場
の
内
部
で
、
鏡
を
木
の

枝
で
縁
取
り
、
水
道
は
自
然
木
に
仕
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
公
園
内
に
鶴
や
小
鳥
、
猿
の

飼
育
場
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
下
段
の
画
は
、

「
猿
猴
飼
育
場
構
造
図
」
で
、
猿
山
と
水
遊
び
場
を
設

え
ん
こ
う

け
、
ま
わ
り
を
金
網
で
囲
っ
て
い
る
様
子
が
分
か
り
ま

す
。
鶴
の
飼
育
場
に
は
小
池
と
木
立
、
小
鳥
の
飼
育
場

に
は
小
さ
な
林
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

長
岡
は
、
金
勝
寺
山
公
園
（
秋
田
市
）
、
橫
手
公
園

（
橫
手
市
）
な
ど
の
他
、
池
田
家
庭
園
（
大
仙
市
）
な

ど
個
人
宅
の
庭
園
も
数
多
く
手
が
け
て
い
ま
す
。

【
柴
田
知
彰
】

※
参
考
文
献
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祖
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京
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出
版
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）
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当
館
二
階
の
ビ
デ
オ
ル
ー
ム
で
は
、
秋
田
県
の
県
政
映

画
の
お
好
き
な
も
の
を
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
視
聴
で
き
ま
す
。
昭

和
三
十
年
代
以
後
の
懐
か
し
い
映
像
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
の
で
、
御
利
用
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
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時
は
幕
末
、
い
わ
ゆ
る
ウ
エ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト

(

西
欧
諸
国
の
衝
撃)
の
動
き
が
愈
々
顕
在
化
し
、
ア
メ

リ
カ
東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
長
官
ペ
リ
ー
は
軍
艦
四
隻
を

率
い
て
浦
賀
に
来
航
、
フ
ィ
ル
モ
ア
大
統
領
の
国
書
を

提
出
し
て
開
国
を
求
め
て
以
来
、
国
内
は
開
国
か
鎖
国

か
を
巡
っ
て
大
騒
動
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
混
乱

は
米
国
の
ハ
リ
ス
が
、
こ
れ
ま
で
の
和
親
条
約
か
ら
実

質
的
な
交
易
を
開
始
す
る
た
め
の
修
好
通
商
条
約
の
締

結
を
迫
る
に
至
っ
て
頂
点
に
達
し
、
国
内
の
政
治
的
変

革
運
動
と
も
か
ら
ん
で
政
局
は
極
め
て
不
穏
な
様
相
を

呈
す
る
中
、
大
老
井
伊
直
弼
の
命
を
賭
し
た
決
断
に
よ

り
日
本(

幕
府)

は
開
国
に
舵
を
切
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
紹
介
す
る
『
三
策
』
は
、
こ
の
よ
う
な
激
動

す
る
社
会
の
中
で
、
秋
田
藩
大
館
所
預
の
家
臣
狩
野
良

知
が
策
定
し
た
対
外
政
策
論
で
す
。
多
少
の
説
明
は
さ

て
お
い
て
、
ま
ず
は
そ
の
概
要
を
吉
田
松
陰
も
教
鞭
を

取
っ
た
松
下
村
塾
で
使
用
さ
れ
、
明
治
元
年(

一
八
六

八)

に
公
刊
さ
れ
、
同
二
年
に
再
版
さ
れ
た
も
の
で
見

る
こ
と
に
致
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
冒
頭
の
部
分
か
ら
。
「
外
国
の
交
阿
蘭
（
オ
ラ

ン
ダ
）
が
久
し
。
癸
丑
（
嘉
永
六
年
、
一
八
五
三
）
以

来
一
華
盛
頓
（
ワ
シ
ン
ト
ン
）
に
通
じ
、
再
び
英
吉
利

（
イ
ギ
リ
ス
）
に
接
す
。
俄
羅
斯
（
オ
ロ
ス
）
は
未
だ

報
ず
る
に
及
ば
ず
し
て
諸
蕃
の
貿
易
を
事
と
す
る
も
の

又
昌
に
帆
檣
（
は
ん
し
ょ
う
）
相
望
み
て
至
ら
ん
と
す
。

今
又
華
盛
頓
使
を
遣
わ
し
夷
官
を
都
府
に
居
き
以
て
懋

古
文
書
こ
ぼ
れ
ば
な
し

開
国
か
攘
夷
か

ー
幕
末
桂
城
文
人
狩
野
良
知
の
『
三
策
』
ー

遷
（
ぼ
う
せ
ん
）
を
埋
め
便
地
に
港
を
開
き
以
て
互
市

を
広
め
ん
と
請
う
。

ー
中
略
ー

将
に
何
の
術
以

て
之
に
応
ぜ
ん
と
す
る
哉
。
曰
く
古
今
の
変
を
稽
（
か

ん
が
）
え
天
下
の
勢
い
察
し
以
て
当
今
の
計
を
為
す

に
三
策
あ
り
。
」
で
始
ま
り
、
具
体
的
に
は
上
策
、
中

策
、
下
策
に
分
け
た
上
で
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
「
何
を
か
上
策
と
謂
う
。
内
国
民
撫
し
外
遠
人
を

服
し
信
を
通
じ
援
を
結
び
有
無
を
交
易
し
水
師
商
舶

四
方
に
往
来
し
、
以
て
万
国
の
形
勢
を
洞
り
夷
慮
の

情
義
を
采
し
弱
き
を
兼
ね
昧
き
を
攻
め
幾
を
見
て
以

て
動
く
は
神
州
の
威
が
殊
方
異
域
を
被
所
以
也
。
何

を
か
中
策
と
謂
う
。
辺
防
を
戒
め
甲
兵
を
練
り
封
港

の
禁
を
厳
に
し
一
切
外
交
を
謝
絶
し
、
寇
来
れ
ば
則

ち
邀
戦
し
、
去
れ
ば
則
ち
固
く
守
る
は
、
東
海
に
独
立

所
以
に
し
て
庶
幾
わ
く
は
以
て
国
祚
を
保
つ
に
足
る

也
。
何
を
か
を
下
策
と
謂
う
。
進
み
て
地
を
略
む
る
能

わ
ず
退
き
て
自
ら
守
る
能
わ
ず
。
夷
慮
の
恐
喝
を
受

け
て
恫
疑
畏
惰
（
ど
う
ぎ
い
だ
）
、
僥
倖
以
て
一
日
の

安
く
を
偸
む
は
、
国
勢
振
わ
ざ
る
所
以
に
し
て
日
に
委

糜
（
い
び
）
に
趨
く
也
」
と
論
じ
ま
す
。
そ
し
て
良
知

は
こ
の
三
策
の
得
失
を
考
究
し
た
上
で
結
論
と
し
て

は
、
上
策
が
一
番
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
わ
け
で
す
。

狩
野
深
蔵
稿
『
三
策
』
明
治
二
年
版

（
資
料
番
号
Ａ
Ｈ
３
１
２
ー
２
８
４
）

「
良
く
上
策
を
用
う
れ
ば
、
則
ち
土
を
啓
き
国
を
富
ま

し
皇
（
す
め
ら
）
神
州
の
威
を
張
り
、
皇
祖
日
神
の
在

天
の
光
将
に
珠
方
異
域
を
被
わ
ん
と
す
。
」
が
こ
れ
で

あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
当
時
の
対
外
情
勢
へ
の
対
処
の
仕

方
に
つ
い
て
意
を
尽
く
し
て
論
考
し
た
卓
論
で
、
当
時

は
一
世
を
風
靡
し
た
尊
王
攘
夷
論
を
凌
駕
し
た
尊
王
開

国
論
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。

こ
の
三
策
が
伊
藤
博
文
、
山
県
有
朋
、
井
上
馨
な
ど

明
治
の
元
勲
が
若
か
り
し
頃
に
吉
田
松
陰
か
ら
薫
陶
を

受
け
た
松
下
村
塾
の
蔵
書
、
し
か
も
著
者
は
狩
野
深
蔵

（
良
知
）
と
明
記
し
て
明
治
元
年
に
公
刊
さ
れ
た
と
こ

ろ
か
ら
、
三
策
は
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
松
陰
が
東

北
の
著
名
人
と
の
交
流
の
旅
の
折
り
に
（
大
館
に
は
二

月
二
七
日
）
良
知
か
ら
開
示
を
受
け
、
そ
の
内
容
に
感

激
し
た
松
陰
が
松
下
村
塾
で
の
講
義
の
教
材
と
し
た
と

も
言
わ
れ
ま
す
が
、
ペ
リ
ー
来
航
は
そ
の
翌
年
の
嘉
永

六
年
で
あ
り
、
良
知
も
三
策
の
冒
頭
で
癸
丑
（
嘉
永
六
）

以
来
と
記
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
松
陰
来
訪
の
時

点
で
は
ま
だ
未
稿
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
三
策
が
松

陰
の
目
に
止
ま
っ
た
の
は
、
も
し
か
し
た
ら
良
知
が
江

戸
の
昌
平
黌
へ
留
学
し
た
時
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
狩
野

良
知
の
「
三
策
」
は
明
治
維
新
の
本
元
の
一
つ
を
成
し

た
長
州
に
お
い
て
は
高
く
評
価
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
は
、
「
三
策
」
は
本
藩
で
は
ど
の
よ
う
な
評

価
を
受
け
た
の
か
。実
は
そ
れ
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
。

幕
末
維
新
期
の
大
館
で
は
良
知
や
弟
の
旭
峰
を
は
じ
め

多
く
の
優
れ
た
文
人
を
輩
出
し
ま
し
た
。
桂
城
文
人
と

も
称
さ
れ
る
逸
材
た
ち
を
秋
田
藩
当
局
は
ど
の
よ
う
に

処
遇
し
た
の
か
。
興
味
深
い
問
題
で
す
。

最
後
に
狩
野
良
知
は
「
千
秋
公
園
」
や
秋
田
魁
新
報

の
前
身
で
あ
る
「
遐
邇
新
聞
」
の
命
名
者
で
あ
る
こ
と

か

じ

も
付
け
加
え
た
い
で
す
ね
。

【
渡
部
紘
一
】
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